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市に寄せられた意見等

○ 一部損壊世帯への一律支給

○ 一部損壊被害があり住宅補修が高額となる高齢の低所得者への支援

現時点での罹災証明の発行状況では、一部損壊は２５，８０４棟と、全発行

件数（６４，９９２棟）の３９．７％に上る。

○農地被害世帯への支給

農地被害世帯については未特定。

支援制度

被災農家で構成する「復興組合等」が営業再開に向け、作付けが困難とな

った農地の復旧作業を行う場合に支援金を支給し、組合が被災農家に活動

内容に応じて支払う。

・水田１０a 当たり 支援単価：３５，０００円

・畑 １０a 当たり 支援単価：４０，０００円

○宅地被害への支給

被害想定世帯数 約２，１００世帯

支援制度

敷地に被害が生じ、そのままにしておくと危険なため、その住宅をやむを

得ず解体した世帯は、被災者生活再建支援制度で全壊扱いとなり支援金を受

けることができる。

支援金の支給額（参考）

基礎支援金 Ａ 加算支援金 Ｂ 合計 Ａ＋Ｂ

建設・購入 ２００万円 ３００万円

補 修 １００万円 ２００万円

複数世帯 １００万円

賃 借 ５０万円 １５０万円

建設・購入 １５０万円 ２２５万円

補 修 ７５万円 １５０万円

単身世帯 ７５万円

賃 借 3７.5 万円 112.5 万円

○死亡者の兄弟姉妹への支給

①受付 4 団体及び県に寄せられた義援金はすでに支給対象となっている。

②新聞等で報道されているように、兄弟姉妹に対する災害弔慰金の支給につ

いて、議員立法により国会において審議され成立することがほぼ確実視さ

れている。


